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2)都道府県認証委員会委員の条件 
下記のいずれかを満たす者  
①�  基幹施設の代表者 
② 都道府県主催の外部精度管理調査委員会委員経験者 
③ 精度管理に関する発表あるいは論文の実績がある者 
④ ISO 15189 認定取得施設の者 
⑤ 上記 5.1）の①～④のいずれか 

６．認証委員会の運営 
1)当会の認証委員会 

① 委員は５.1）の条件を満たし、本会の理事会で承認された

５～10 名、本会理事２名、その他、委員長が必要と認めた者

をオブザーバーとして参加させることができる。 
② 委員長は委員の互選により決定。 
③ 会議は日臨技精度管理調査の報告が当会にされた後に開催。

都道府県より提出された認証施設の確認と判定保留施設

について討議する。 
④ 委員会は、原則として年に 1 回の頻度で研修会を開催し、

当会委員が都道府県の認証委員会委員に教育を行う。 
⑤ 都道府県技師会から要望があれば、地区研修会で講師を務

める。 
⑥ 当会の職能的立場から独立し公正な運営をするために有識

者を置き、必要な時に意見交換を行う。 
2)都道府県認証委員会 

① 委員は５.2）の要件を満たし、都道府県の理事会で承認さ

れた 3～5 名、都道府県の精度管理担当理事 1 名、その他、

委員長が必要と認めた者をオブザーバーとして参加させる

ことができる。 

 

② 委員長は、委員の互選により決定。 
③ 会議は、申請期限が締め切られた後に開催。 
④ 年に 1 回以上、各都道府県において認証に関する報告と当

会主催の事業に関する研修を行う。 
７．運用（実施） 
1)実施時期 
施行は平成２２年４月１日から開始する。 

2)認証書の発行 
認証された施設には、当会より認証書が送付される。 

3)有効期間 
① 認証書の有効期間は４年間とする。 
② ただし、有効期間中において、当会主催および都道府県主

催の外部精度管理調査に参加しなかった場合は、自動的に認

証を取り消す。 
③ その他、要求事項を満たさない不適合、不備が判明した場

合は、認証を取り消す。 
4)更新 
① 更新は原則４年毎とする。 
② 更新時には、３の認証基準の要求事項を再評価する。 

８．まとめ（今後の活動方針） 
本制度の実施により、各検査室における精度保証に対する意識

が高まり、検査成績の標準化が進み、品質も向上し、ひいてはわ

が国の医療の質の向上に繋がる。一方、標準物質や管理試料は高

価なものであり、長期に高品質な精度を維持することは経済的に

厳しい。今後は当会主催の事業が国家的事業として認められ、精

度保証に関する業務が診療報酬に反映されるように活動して行

きたい。 
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◆ 第 44 回日本成人病(生活習慣病)学会学術集会＜1 月 9 日(土)～10 日(日) 東京・都市センターホテル＞ 
◆ 日本総合健診医学会第 38 回大会＜1 月 22 日(金)～23 日(土)  東京・都市センターホテル＞ 
◆ 第 21 回日本臨床微生物学会総会＜1 月 30 日(土)～31 日(日) 東京・東京ドームホテル＞ 
◇ 第 25 回環境感染学会総会＜2 月 5 日(金)～6 日(土) 東京・グランドプリンスホテル＞ 
◇ 第 55 回日本臨床検査医学会九州支部総会＜2 月 13 日(土) 福岡・九州大学病院地区コラボセンター＞ 
◇ 第 55 回日本臨床検査医学会中国・四国支部例会・総会＜2 月 13 日(土)～14 日(日) 岡山大学医学部第二講義室＞ 
◇ 第 150 回日本臨床化学会中国支部例会・総会＜ 同上 ＞ 
◇ 第 20 回日本臨床化学会四国支部例会・総会(第 6 回合同地方会) ＜ 同上 ＞ 
◇ 第 23 回日本自己血輸血学会学術総会＜2 月 26 日(金)～27 日(土) 岡山・倉敷市芸文館＞ 


